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１．県内の雇用情勢
　�　県内の雇用情勢は、高水準を維持しているものの、改善の動きが弱まっています。令和6年1
月の有効求人倍率は1.30倍となりました。

　

２．労働災害の対策
　�　県内における休業４日
以上の労働災害（新型コ
ロナウイルス感染症関連
を除く）の発生状況を見
ると、死亡者数は年々減
少傾向にありますが、近
年は死傷者数の増加が懸
念されています。

労働行政を取り巻く情勢第１章

　山形労働局が、総合労働行政機関として、地域や県民からの期待に真に応えていくため、4行政
分野（労働基準、職業安定、雇用環境･均等、人材開発）による雇用・労働施策を総合的、一体的に
運営し、働き方改革の推進など、署・ハローワークと一体となって円滑に施策を進めていきます。

有効求人、有効求職及び有効求人倍率の推移（季節調整値）

◆労働災害の推移（コロナ除く）
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◆行動災害発生状況
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労働災害の推移
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事故の型別労働災害発⽣状況

※新型コロナウイルス感染症関連を除く
なお、令和５年は令和６年２⽉末現在の速報値

（出典：労働者死傷病報告）

山形県内の労働災害の推移

※新型コロナウイルス感染症関連を除く
　なお、令和５年は令和６年２月末現在の速報値
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最低賃金 ･賃金の引上げに向けた支援、
非正規雇用労働者の処遇改善等

第２章

　

１．賃金引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援
２．最低賃金制度の適切な運営
３．同一労働同一賃金の遵守徹底
４．非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援

１．賃金引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援
　�　生産性向上に取り組む中小企業へのきめ細かな支援等、中小企業・小規模事業者が賃上げしやす
い環境整備に一層取り組むことが不可欠です。

●賃金引上げ特設ページ
　�　賃金引き上げを実施した企業の取組事例
や平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃
金引き上げのために参考となる情報を掲載
しています。

●生産性向上のヒント集
　�　業務改善助成金により中小企
業・小規模事業者の賃金引き上
げを支援します。

●専門家による無料相談
　�　山形働き方改革推進支援セン
ターの相談窓口において、労務管
理等の専門家による相談窓口や個
別訪問支援、各商工会議所・商工
会への定期的な相談等、きめ細か
い支援を行います。

▲賃金引き上げ
特設ページ︎

▲生産性向上
のヒント集︎

▲業務改善助成金

▲山形働き方改革推進支援センター
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第２章　賃金・処遇改善



２．最低賃金制度の適切な運営
　�　使用者団体及び労働者団体の協力を得て使用者・労働者に対する周知が求められます。最低賃金
に関して問題があると考えられる業種等を重点とした監督指導等を実施し、その履行確保を図る必
要があります。

　

最低賃金の件名 時間額 効力発生日
山形県最低賃金 ９００円 令和５年10月14日
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置等製造業最低賃金 ９６１円

令和５年12月25日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具製造業最低賃金 ９４５円
自動車・同附属品製造業最低賃金 ９６１円
自動車整備業最低賃金
（自動車分解整備の業務に従事する者に限る。） ９６５円

３．同一労働同一賃金の遵守徹底
　　雇用形態に関わらない公正な待遇（同一労働同一賃金）の確保を図る必要があります。

●多様な働き方の実現応援サイト
　�　パートタイム・有期雇用労働法の履行確保とともに、「多様な働き
方の実現応援サイト」に掲載されている好事例の周知を行い、非正
規雇用労働者の処遇改善に向けた機運の醸成を図ります。

４．非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援
　　非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化等を強力に推し進めていく必要があります。

●社会保険適用時処遇改善コース、正社員化コース
　�　人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せずに働くことができ
る環境づくりを後押しするため、キャリアアップ助成金による支援を行います。

▲多様な働き方の
実現応援サイト
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１．リ・スキリングによる能力向上支援
２．成長分野等への労働移動の円滑化
３．中小企業等に対する人材確保の支援

１．リ・スキリングによる能力向上支援
　�　DX�の進展など、産業構造の変化の加速化が見込まれる中、リ・スキリングを含め、労使協働に
よる職場における学び・学び直しの取組を広めていくことが重要です。

●教育訓練給付
　�　労働者個人の学び・学び直しを後押しするた
めの「教育訓練給付」について、労働者が受講
しやすい環境の整備を図ります。

●キャリア形成 /リ・スキリング支援コーナー
　�　労働者の在職時からのキャリア形成やリ・スキリン
グを支援するため、ハローワークに「キャリア形成 /
リ・スキリング支援コーナー」を設置し、キャリアコ
ンサルタントの常駐・巡回による相談支援を行います。

　●�人への投資促進コース、
　　事業展開等リ・スキリング支援コース
　�　労働者の主体的なリ・スキリングを支援するため、人材開発支援
助成金の「人への投資促進コース」を拡充し、「事業展開等リ・スキ
リング支援コース」とともに引き続き積極的な活用促進を図ります。

リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進第３章

各都道府県労働局に

お問い合わせください。

お問い合わせ詳細はこちら

都道府県労働局・ハローワーク

促 進軽 減 支 援
企業における従業員の自発的な訓練受講
費用の負担や、休暇制度の導入を支援

デジタル化や、
新規事業の立ち上げなどにも対応

訓練経費助成、訓練期間中の
賃金助成などによる費用負担の軽減

最大75%の経費助成！

※訓練の内容、企業規模などにより助成率・額は異なります。
※助成金には限度額があります。 
※令和4年12月2日時点

社員の自発的なスキルアップを支援する
企業の皆様へ助成

企業や労働者を取り巻く環境の変化、
新しいビジネスモデル構築に対応

（人材開発支援助成金）

人開金 で検索

新商品開発
のためのスキルを学ばせたい

社内のデジタル化推進
のため、ITスキルを学ばせたい

サブスク型の研修サービス
を利用して、隙間時間で効率的に学ばせたい

１人40万円の訓練

30万円の経費助成

「休みの日や業務外の時間を使って、
自分で業務に役立つ知識を学びたい社員」の

訓練費用を負担

企業の負担額に応じた
訓練費用の助成

「休暇を利用して集中的に学びたい社員」のため
休暇制度・短時間勤務等制度を導入

制度導入に対して助成

30時間の訓練

28,800円の賃金助成

従業
員の自発

的なスキルアップを企業
における人材育成を金銭的な負担を

最大75％の経費助成、
訓練時間       最大960円の賃金助成１時間

あたり
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●スキルアップ支援コース、
　産業連携人材確保等支援コース
　�　スキルアップを目的とした在籍型出向や生産性向上を目的に新たな人材の受け入れを行う事業主
を支援するため、産業雇用安定助成金の「スキルアップ支援コース」や新たに設けた「産業連携人
材確保等支援コース」の積極的な活用促進を図ります。

●デジタル人材の確保
　�　デジタル田園都市国家構想総合戦略において、デジタル人材の確
保に取り組むこととされており、ハローワークで当該分野にかかる
公的な職業訓練への適切な受講につなげるとともに再就職の実現
を図ります。

２．成長分野等への労働移動の円滑化
　�　人手不足の問題が顕在化しつつある状況の中、成長分野等への円滑な労働移動を可能とするよう、
労働市場を巡る情報に自由かつ簡便にアクセスできる環境整備が求められます。

●しょくばらぼ、jobtag の活用
　�　「しょくばらぼ」及び「jobtag」を活用す
ることで職場情報等を「見える化」し、効果
的なマッチングを図ります。

●オンラインでのサポート
　�　ハローワークにおけるオンライン職業相談、
就職支援セミナーのオンライン配信、SNSや
HPを活用した情報発信の強化等オンライン
サービスの充実を図ることにより、求職者の
ニーズに応じた柔軟な支援を行います。

●雇入れ支援コース、
　中途採用拡大コース
　�　賃金上昇を伴う労働移動を支援するため、新たに設けた早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援
コース」「中途採用拡大コース」の積極的な活用促進を図ります。

オンライン職業相談のご案内

LL041001米職 Ver .1

オンライン職業相談の詳細はハローワーク米沢のホームページをご確認ください。

申込みフォーム

https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou06/yonezawa_onlinesoudan

利用申込みから職業相談までＷＥＢで完了！

来所
不要

対象者

専用の申込みフォームよりお申し込みください。

たとえば
○自宅から遠隔地の大学等に在籍する卒業予定者
○米沢市、南陽市、高畠町、川西町へのＵＩＪターンを希望する方 など

申込方法

オンライン職業相談は、ハローワークへの来所が困難な求職者を対象として、
ご自身のスマホやパソコンを使用し、職業相談・職業紹介をオンライン上で
行うサービスです。

オ ン ラ イ
ン
相
談

お手持ちのスマホやパソコンを使って職業相談ができます

お問合せ
ハローワーク米沢 TEL 0238-22-8155

ハローワークへの求職登録が完了している方（登録意思のある方を含む）で
ＷＥＢカメラによる通信が可能な端末（スマートフォン、タブレット、パソ
コン等）を所有している方
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●UIJ ターン推進イベント
　�　都市部から県内への移住者について、県内の労働力確保
につなげるために県、市町村等と連携しUIJターン推進イ
ベント等を実施するとともに、オンライン職業相談を活用
した支援を行います。

３．中小企業等に対する人材確保の支援
　�　生産年齢人口が減少する中、有効求人倍率は�1�倍を超え、多くの職種において人材確保が困難
な状況が継続し、特に中小企業においては人手不足感が深刻化しており、人材確保の支援の取組を
進めていくことが重要です。

●事業所訪問 /求人条件緩和など
　�　ハローワークにおいて事業所訪問を積極的に行い、求人条件緩和や魅力ある求人票の作成支援等
の助言、事業所情報のきめ細かな収集等の求人充足に向けたサービスを実施し、求人者支援の充実
を図ります。

●人材確保・就職支援コーナー
　�　医療・介護・保育・建設・運輸・警備など雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を強化するた
め、ハローワークやまがたの「人材確保・就職支援コーナー」を中心に関係団体等と連携した人材
確保支援の充実を図ります。

●福祉人材担当者協議会
　�　「山形労働局人材確保対策推進協議会」の開催を通
じて関係機関との連携による取組の強化を図るととも
に、特に介護福祉分野においては福祉人材担当者協議会
（WECやまがた）の開催を通じて、就職支援や魅力発
信の取組を推進します。

　

　

【お問い合わせ先】

ハローワークやまがた

人材確保・就職支援コーナー

990-0813 山形市桧町二丁目６番１３号

電話 023-684-1521（45＃）

人材確保・就職支援コーナーでは、医療・福祉（介護・保育・看護）、

建設、警備、運輸分野への就職と人材確保支援を専門の相談員が行います

コーナーご利用の際は、

総合受付にお声掛けください。

＊ この分野に就職したい!

＊ 仕事の内容を知りたい

＊ ブランクがあるけど再就職したい

＊ 興味があるけど未経験なので不安・・・

＊人材を確保したい

＊業界や仕事の内容を知ってもらいたい

＊求職者の動向を知りたい

＊求人票の作成について相談したい

求職中の方 事業所の方

●担当者制による各分野のきめ細

かい相談・紹介

●分野毎の求人一覧表の作成・

提供（月２回発行）

●各分野の情報提供(求人票の見方

や業界・事業所についての相談）

●面接・採用につながる履歴書・職

務経歴書等の作成方法アドバイス

●求人説明会や就職面談会、職場

見学会などの開催案内

●事業所訪問等による人材確保に

関するコンサルティング

●求人充足に向けた個別支援

●求人票の記載方法・見直しについ

てのアドバイス

●事業所パンフレットや画像情報等

の求職者への情報提供

●求人説明会や面談会、職場見学

会などの企画

主な支援メニュー

Ｒ５．５
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１．フリーランスの就業環境の整備
２．仕事と育児・介護の両立支援
３．ハラスメント防止対策及び女性の活躍促進
４．安全で健康に働くことができる環境づくり
５．多様な人材の就労 ･社会参加の促進
６．就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の支援

１．フリーランスの就業環境の整備
　�　フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けて、周知啓
発を行う必要があります。

２．仕事と育児・介護の両立支援
　�　少子高齢化が急速に進展する
中で、出産、育児、介護等によ
る労働者の離職を防ぎ、希望に
応じて男女とも仕事と育児・介
護を両立できる社会を実現する
ことが重要となっています。

３．ハラスメント防止対策及び女性の活躍促進
　�　職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳を傷つける、あってはならないことであり、働く人
の能力の発揮の妨げになることから、職場におけるハラスメント対策を総合的に推進する必要があ
ります。

　●あかるい職場応援団
　

　　　

多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり第４章

両立支援のひろば▶︎

セクハラ マタハラ（※）パワハラ
H30 82 86
R1 71 99
R2 24 88 124
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●女性活躍促進
　�　女性活躍推進法に基づく男
女の賃金の差異について、着実
な履行確保を図るとともに、情
報公表の際には「女性の活躍推
進企業データベース」の積極的
な活用勧奨を行います。

４．安全で健康に働くことができる環境づくり
　�　誰もが安心して働くことができる良好な職場環境を実現するためには、最低基準である労働基準
関係法令の履行確保が必要不可欠です。また、労務管理体制が十分でない中小企業・小規模事業者
等に対する丁寧な助言・支援を行っていくことが必要です。

（１）長時間労働の抑制
　�　県の総実労働時間は、全国平均より長い傾向にあります。長時間労働が疑われる事業場に対して
監督指導を行い、長時間労働の抑制と過重労働による健康障害防止対策に取り組みます。

▲女性の活躍推進
企業データベース
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（２）労働条件の確保・改善対策

●法定労働条件の確保等
　�　令和５年に、労働者が法違反の疑いがあ
るとして行政指導を求めた申告の件数は
164件であり、賃金不払、解雇の順に多
くなっています。
　�　また、過去10年の定期監督等において、
概ね６割から７割程度の事業場で賃金不払
残業等の何らかの法違反が認められました。引き続き定期監督等を実施し、法定労働条件の履行確
保に取り組むとともに重大・悪質な事案に対しては、行政処分（使用停止等命令）や司法処分等厳
正に対処します。

●中小企業・令和６年４月まで時間外労働の上限規制が適用猶予されていた業務等への支援
　�　各署の「労働時間相談・支援班」における訪問支援
や説明会の開催などにより助言・支援を行います。施
主や荷主のほか国民全体の理解を得るため、特設サイ
トなどを通じた周知を行います。

●労働契約関係の明確化
　�　令和６年４月から、労働基準法に基づく労働条件明

示事項に、就業場所・業
務の変更の範囲等が新た
に追加されることから、
改正内容の周知啓発に努
めます。

２
０
２
４
年
４
月
か
ら

が
変
わ
り
ま
す

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

明示のタイミング 新しく追加される明示事項

全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時

1．就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容

併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。

無期転換ルール※に基づく
無期転換申込権が発生する

契約の更新時

3．無期転換申込機会

4．無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態
に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約
労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算５年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）に転換する制度です。

詳しくは裏面や

厚生労働省ホームページ

もご覧ください！
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（３）14次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
　�　県内で発生した休業４日以上の労働災害を業種別に見ると、「製造業」、「建設業」、「商業」、「保
健衛生業」で災害が多く発生しています。事故の型別に見ると、「転倒」、「動作の反動・無理な動作」、
「墜落・転落」、機械等による「挟まれ・巻き込まれ」災害が多く発生しています。
　�　「転倒」や「動作の反動、無理な動作」による災害といった労働者の作業行動に起因する災害（行
動災害）が年々増加傾向にあり、これらの労働災害に対する防止対策が求められています。

●労働災害防止対策の呼びかけ
　�　山形県小売業ＳＡＦＥ協議会、山形県介護施設ＳＡＦＥ協議会で
は、行動災害が多く発生する小売業、介護施設における労働災害防
止対策の徹底を呼び掛けています。

▲山形県小売業ＳＡＦＥ協議会、
山形県介護施設ＳＡＦＥ協議会

業種別労働災害発生状況

やまがたゼロ災運動イメージ︎キャラクター
ゼロ災くん▶︎

転倒災害防止イメージ︎キャラクター
てんとうぼうしくん▶︎

事故の型別労働災害発生状況

製　造　業 25%
建　設　業 15%
運　輸　業 9%
農林・畜産・水産業 4%
商　　　業 16%
保健衛生業 14%
接客娯楽業 5%
清掃・と畜業 4%
その他の事業 9%

（令和６年２月末現在）

（令和６年２月末現在）

◆労働災害の推移（コロナ除く）

年 死傷者数 死亡者数 コロナ

H11 1478 23
H12 1432 19
H13 1377 21
H14 1316 18
H15 1238 8

H16 1237 12

H17 1297 13

H18 1336 15

H19 1203 9

H20 1215 16

H21 1020 10

H22 1080 9

H23 1173 8

H24 1246 14

H25 1253 11

H26 1171 11

H27 1140 10

H28 1126 7

H29 1126 6

H30 1313 9

R1 1132 8

R2 1132 7 58

R3 1341 6 76

R4 1299 8 1404

R5 1263 5 344

（令和６年１月末現在）

◆行動災害発生状況

年 転倒 動作の反動・無理な動作行動災害以外

H11 219 122 1137

H12 206 110 1116

H13 239 93 1045

H14 214 91 1011

H15 207 99 932

H16 235 92 910

H17 264 105 928

H18 214 126 996

H19 171 133 898

H20 269 124 822

H21 220 100 700

H22 243 97 740

H23 314 128 731

H24 328 135 783

H25 347 108 798

H26 300 134 737

H27 279 146 716

H28 281 130 715

H29 327 125 673

H30 421 123 769

R1 318 132 682

R2 320 154 658

R3 437 177 727

R4 441 161 697

R5 433 177 653

◆高年齢労働者の占める割合

年 60歳以上 60歳未満 60歳以上の占める割合(%)

H11 226 1252 15.3

H12 250 1182 17.5

H13 209 1168 15.2

H14 183 1133 13.9

H15 167 1071 13.5

H16 189 1048 15.3

H17 189 1108 14.6

H18 188 1148 14.1

H19 166 1037 13.8

H20 195 1020 16.0

H21 196 824 19.2

H22 200 880 18.5

H23 237 936 20.2

H24 271 975 21.7

H25 278 975 22.2

H26 309 862 26.4

H27 285 855 25.0
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無理な動作
13%

その他
3%

事故の型別労働災害発⽣状況

※新型コロナウイルス感染症関連を除く
なお、令和５年は令和６年２⽉末現在の速報

値 （出典：労働者死傷病報告）
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◆労働災害の推移（コロナ除く）

年 死傷者数 死亡者数 コロナ

H11 1478 23
H12 1432 19
H13 1377 21
H14 1316 18
H15 1238 8

H16 1237 12

H17 1297 13
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H19 1203 9

H20 1215 16

H21 1020 10

H22 1080 9

H23 1173 8

H24 1246 14

H25 1253 11

H26 1171 11

H27 1140 10

H28 1126 7

H29 1126 6

H30 1313 9

R1 1132 8

R2 1132 7 58

R3 1341 6 76

R4 1299 8 1404

R5 1263 5 344

（令和６年１月末現在）

◆行動災害発生状況

年 転倒 動作の反動・無理な動作行動災害以外
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H27 279 146 716

H28 281 130 715
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H30 421 123 769

R1 318 132 682

R2 320 154 658

R3 437 177 727

R4 441 161 697

R5 433 177 653

◆高年齢労働者の占める割合

年 60歳以上 60歳未満 60歳以上の占める割合(%)
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0

5

10

15

20

25

0

500

1000

1500

H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5

労働災害の推移

死傷者数 死亡者数

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5

⾏動災害発⽣状況

転倒 動作の反動・無理な動作

⾏動災害以外 ⾏動災害の占める割合(%)

製造業
25%

建設業
15%

運 輸 業
9%

農林・畜産・
⽔産業
4%

商業
16%

保健衛⽣業
14%

接客娯楽業
5%

清掃・と畜業
3%

その他の事業
9%

業種別労働災害発⽣状況

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

500

1000

1500

H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5

60歳以上の被災者が占める割合

60歳以上 60歳未満 60歳以上の占める割合(%)

墜落・転落
16%

転倒
34%

激突
5%⾶来・落下

4%

激突され
3%

挟まれ・巻き込まれ
10%

切れ・こすれ
6%

⾼温・低温物と
の接触
3%

交通事故
3%

動作の反動・
無理な動作
13%

その他
3%

事故の型別労働災害発⽣状況

※新型コロナウイルス感染症関連を除く
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●エイジフレンドリーの促進
　�　60歳以上の被災者が
占める割合が年々増加
しており、エイジフレン
ドリーガイドラインに基
づく高年齢労働者の安全
衛生対策の強化を図りま
す。

●メンタルヘルス対策への取り組み
　�　長時間労働者に対する医師による面接指導やストレスチェック制度をはじめとするメンタルヘル
ス対策など労働者の健康確保対策への取組を推進します。

●化学物質規制の全面施行
　�　ＳＤＳ（安全データシート）等に基づくリスクアセスメント等の実施及びその結果に基づく自律
的なばく露低減措置が適切に実施されるよう丁寧な指導を行います。

▲エイジ︎フレンド
リーガイドライン

▲ケミサポ

▲職場における化学
物質対策について

▲働く人のメンタル
ヘルス・ポータル

サイト
（出典：令和５年度安全衛生管理推進計画書）
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※新型コロナウイルス感染症関連を除く
なお、令和５年は令和６年２⽉末現在の速報
値 （出典：労働者死傷病報告）
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５．多様な人材の就労 ･社会参加の促進
　�　少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、我が国の経済社会の活力を維持・向上させるた
めには、働く意欲がある高年齢者が年齢にかかわりなくその能力・経験を十分に発揮し、活躍でき
る社会を実現することが重要です。
　�　また、多様な就労ニーズへの対応や、雇用の質の向上等を図る観点から、障害者の雇入れ支援等
の強化や、外国人労働者が、安心して働き、その能力を十分に発揮する環境を確保するため、支援
体制の整備を推進する必要があります。

（１）子育て中の女性の就労支援
　�　子育てをしながら就職を希望する女性等を対
象としたハローワークの「マザーズコーナー」
において、個々の求職者のニーズに応じた就職
支援を実施するとともに、地域の子育て支援拠
点等と連携したアウトリーチ型の支援を推進し
ます。

（２）シニア世代の就労支援
�　70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備を
図るため、65歳を超える定年引上げの導入等に向
けた意識啓発・機運醸成を図るとともに関係機関
と連携した企業への支援を行います。

●生涯現役支援窓口
�　65歳以上の求職者を対象としたハローワークの
「生涯現役支援窓口」において、高齢者のニーズ等
を踏まえた職業生活の再設計支援も含めた効果的
な就職支援を推進します。

（３）障害者の就労支援
　�　障害者の多様な就労ニーズへの対応や雇用の
質の向上を図る目的で改正された障害者雇用促
進法の内容や令和6年4月以降の法定雇用率の
段階的な引き上げや除外率の引き下げについて
円滑な施行を図るための周知を行います。

●ハローワークチーム支援
　�　障害者の雇入れを促進するため、経験やノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業等に対して、
ハローワークと地域の関係機関が連携し、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫したチー
ム支援を実施します。
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（４）外国人求職者の就労支援

●多言語通訳機、
　多言語による情報発信
　�　外国人求職者の就職支援のため、ハローワークにおいて多言語通訳機を活用した職業相談や多言
語による情報発信（コールセンターによる多言語対応窓口）等により、多言語による相談支援体制
の整備を図ります。

６．就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の支援
　�　いわゆる就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、希望する就
職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるなど、様々な課題
に直面している方がおり、個々人の状況に応じた支援に取り組む必要があります。新規学卒者等に
おいても、個々人の課題に応じたきめ細かな支援に取り組む必要があります。

● 35歳からのキャリアアップコーナー
　�　就職氷河期世代の支援を行うため、ハローワークやまがたの「35歳からのキャリアアップコー
ナー」において、専門担当者によるチーム支援を行うとともに、官民協働で取り組む「やまがた就
職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」において支援策の周知、好事例の展開を図ります。

●新卒応援ハローワーク、
　ユースエール認定制度
　�　新規学卒者等を対象とした「新卒応援ハローワーク」等
において、担当者制によるきめ細かな個別支援を実施する
とともに、「ユースエール認定制度」の普及促進に取り組
むなどにより中小企業と新規学卒者等のマッチングを推進
します。
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県内の労働基準監督署とハローワーク

ハローワーク酒田 TEL 0234-27-3111
〒998-8555　酒田市上安町1-6-6

ハローワークプラザさかた TEL 0234-24-6611
〒998-0044　酒田市中町1-4-10
酒田市役所中町庁舎（ジョブプラザさかた内） 新庄労働基準監督署 TEL 0233-22-0227

〒996-0011　新庄市東谷地田町6-4 新庄合同庁舎

ハローワーク新庄 TEL 0233-22-8609
〒996-0011　新庄市東谷地田町6-4 新庄合同庁舎

庄内労働基準監督署 TEL 0235-22-0714
〒997-0047　鶴岡市大塚町17-27 鶴岡合同庁舎

ハローワーク鶴岡 TEL 0235-25-2501
〒997-0035　鶴岡市馬場町2-12
　　　　　　　鶴岡第2地方合同庁舎 

村山労働基準監督署 TEL 0237-55-2815
〒995-0021　村山市楯岡楯2-28 村山地方合同庁舎

ハローワーク村山 TEL 0237-55-8609
〒995-0034　村山市楯岡五日町14-30

ハローワークさがえ TEL 0237-86-4221
〒991-8505　寒河江市大字西根字石川西340

天童ワークプラザ TEL 023-654-5848
〒994-0034　天童市本町1-1-2 
　　　　　　　天童ターミナルビル（パルテ）

山形労働基準監督署 TEL 023-624-6211
〒990-0041　山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎

ハローワークやまがた TEL 023-684-1521
〒990-0813　山形市桧町2-6-13

山形労働局

TEL 023-646-7360
〒990-0828　山形市双葉町1-2-3 山形テルサ

ハローワークプラザやまがた
やまがた新卒応援ハローワーク

ハローワーク長井 TEL 0238-84-8609
〒993-0051　長井市幸町15-5

米沢労働基準監督署 TEL 0238-23-7120
〒992-0012　米沢市金池3-1-39 米沢地方合同庁舎

ハローワーク米沢 TEL 0238-22-8155 
〒992-0012　米沢市金池3-1-39 米沢地方合同庁舎


